
 

建設工事受注動態統計調査の問題の発生と 

毎月勤労統計調査の不適切事案を受けた政府の取組との関係について 

 
建設工事受注動態統計調査に 

関する国土交通省の主な動き 

毎勤の不適切事案を受け

た政府の取組 

特別検討チームの見解 

（◎：見解のサマリー、・：対応の方
向性、＝＞：既存の取組との関係） 

平成

12年 

少なくとも建設工事受注動態統

計調査(以下、「受注動態統計」)

の開始時点から、都道府県に対し

合算を指示 

※ この時期は、毎勤問題

を踏まえた「取組」の実施

以前である。 

  右の「見解」では、仮に

「取組」が実施されてい

た場合、その中のどの対

応が有効か、対応にどの

ような改善の可能性があ

るか等の観点から見解を

整理した。 

 

◎「合算処理」はあくまでも便宜的・変

則的な処理。 

・月別データを適切に処理できるよう、

業務プロセスとシステムの見直しを

行うべき。 

＝＞各府省によるＰＤＣＡサイクルの実

施、「統計作成ガイドブック」の整備等

統計作成の相談・支援体制、「統計作成

プロセス診断」の充実 

◎「補完処理」単体では問題ないが、「合

算処理」との併用により「二重計上」

問題が発生。 

・推計方式など主要な変更を行う際には

業務プロセスの他の部分との関連性

や整合性を検証すべき。 

・業務プロセスの全体像及び詳細手順を

記述したマニュアルの整備が必要。 

＝＞各府省によるＰＤＣＡサイクルの実

施、「統計作成プロセス診断」、「統計作

成ガイドブック」の充実 

◎「合算処理」は国交省での変則的な内

部処理であり、総務省・統計委員会で

存在の把握は困難。 

＝＞総務省への変更申請、統計委員会諮

問答申のあり方について要検討 

平成 

22年 

3 月 推計方法見直しの省内検

討会において、抽出率の逆数

に加え、抽出層別の回収率の

逆数を乗じる「補完処理」の優

位性を結論付け 

平 成

23年 

7月 建設工事施工統計調査（以

下、「施工統計」）の抽出方法の

変更について総務大臣に変更

申請。この際、添付資料に受注

統計における「補完処理」の必

要性を記載。総務大臣から統計

委員会への諮問において、施工

統計の抽出方法の変更とあわ

せて受注統計の「補完処理」の

実施も含める。 

9月 統計委員会の答申の中で、

統計精度の改善を図るための

変更であり、「補完処理」は適

当であるとされた。 

平 成

25年 

4月 「補完処理」を開始 

平 成

31年 

 

 

 

 

令 和

元年 

 

 

 

 

 

1月 「一斉点検」において担当

者は「合算処理」について、報

告した方が良いと考えて上司

に相談したが、上司が消極的な

立場であったため、報告されな

かった。 

6 月頃 担当課長補佐からの報

告により、室長は合算を認識、

遅くとも、11 月頃までには二

重計上を認識。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和元年 12 月末に幹部も「合

算処理」及び「二重計上」の問

題の存在を認識。） 

 

 

 

1 月 毎勤問題への緊急対

応として、類似した問題

の発生の可能性はないか

との観点から全府省に

「一斉点検」を実施 

 

 

7 月 統計委員会第一次建

議（6月）を踏まえ、緊急

対応として各府省に統計

分析審査官を配置 

 

 

 

 

（9 月～12 月 統計改革推

進会議に統計行政新生部会

を設置。12 月に報告書「統

計行政の新生に向けて」を

取りまとめ、政府を挙げた

総合的対策を提案。） 

 

 

 

◎「一斉点検」は調査計画との乖離、復

元推計等に着眼した緊急の重点化した

取組であり、「二重計上」を発見するこ

とは困難。ただし、国交省内部に「合算

処理」の問題に関して相談が行われた

ことは、「一斉点検」の派生的な効果と

みなしうる。 

 

◎統計分析審査官の知識・力量に差異が

あり、統計技術上の課題・疑問等への

的確な対応に府省間で差。 

・統計分析審査官への研修・指導の充実

が必要 

＝＞「データアナリスト等の研修」の普

及・徹底 

・統計技術上の課題・疑問に迅速・的確

に答えられる体制が必要 

＝＞「統計相談体制」の取組の強化、さ

らなる周知・普及 

 

◎「二重計上」問題に対して適切な是正・

対策が講じられていない。 

・問題発生時における適切な対応が必要 

＝＞組織全体で行動規範の周知徹底 

平成 31年 1月  毎勤統計の不適切処理の発覚、「一斉点検」、点検・検証等の対応を開始 

3／10 特別検討チーム会合提出 
資料 1－2 

 

資料３－２ 



令 和

2 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 統計委員会評価分科会

に施工統計の見直しを報告。

（会議資料に受注動態統計

の遅延調査票の取扱に関す

る記述があったが、会議の議

題ではなく、席上で説明な

し。） 

 

3 月～5 月 第Ⅲ期公的統

計基本計画の変更につ

いて、統計委員会に諮

問・答申 

6 月 公的統計基本計画の

変更について閣議決定 

・ＰＤＣＡサイクルの確立 

・統計リソースの確保 

・統計の重要度に応じた管

理 

 

 

 

6 月 「誤り発生時の対応

ルール」のひな型を全府

省に提示 

7 月 ＰＤＣＡサイクルの

確立に向けた「点検・評

価ガイドライン」を決定

（10月施行） 

9 月 「データアナリスト

研修」開始（令和 2年度

は試行、3 年度から本格

実施） 

 

 

 

 

 

 

 

11月 「統計作成プロセス

診断」の導入に向けた検

討を開始。統計作成プロ

セス部会の下にタスク

フォース設置。（令和 3年

10月から試行開始） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎技術的課題を検討する仕組み・体制

の機能・活用が不十分。 

・技術的課題等について相談しやすい

体制の整備・周知が必要。 

・統計委員会の部会における審議テー

マの整理が必要。 

＝＞（再掲）「統計相談体制」の取組の強

化、さらなる周知・普及 

＝＞（再掲）総務省への変更申請、統計

委員会諮問答申のあり方について要

検討 

 

令 和

3 年 

6 月 令和 3 年 4 月分より「合

算処理」、「二重計上」の取り

やめ。新方式の推計結果を公

表。（令和 2年 1月～令和 3年

3 月分について遡及再計算を

実施） 

 

 ◎問題発生後の是正策の対応について、

適切な対応がとられていない。 

・「誤り発生時の対応ルール」等の周知徹

底が必要 

＝＞幹部研修等を通じた対応ルールの徹

底、職場風土の改善 

 

令和 2年 6月 毎勤不適切処理に係る再発防止策の正式決定、本格的な取組の開始 


